
可児市兼山字九郎七１１１４番９

戸建住宅地

旧市街地を周囲に配
する、小規模に開発
された住宅団地

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 40 80 50 戸建住宅地

-

（都）(70,200)
土砂災害警戒区域

人口減少、高齢化等により、大局的には弱含みにて推移している
が、中心市街地の住宅を中心に引き続き需要を維持している。

需要が乏しい山間の住宅地域であり、人口の減少、高齢化率の上
昇に伴い、徐々に衰退しつつある。

個別的要因に変動はない。

当該地域は戸建住宅を中心として形成される住宅地域である。比準価格は現実の取引事例を基礎とした実証的な価格であり、
本件においては規範性の高い取引事例より求めており、自用の低層戸建住宅の取引が中心となる地域においては特に規範性
が高い。従って、比準価格を標準とし、最寄の公示地を規準とした価格との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記の通り決
定した。

［

［

住宅
Ｗ２

旧兼山町中心部に位置する地域であり、人口減少、高齢化が進行する中、現状において特段の変動要因は見受けられないた
め、地価水準は今後暫くは現状のまま軟調に推移する地域と予測した。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 14,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

14,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

八百津 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

-7.9

+25.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

明智駅北東
4.4km

明智
4.4km

(8)

南東6m市道

（都）
(70,200)

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

昭和５０年代前半に造成さ
れた小規模住宅団地

基準方位：北、６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

160

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 170  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

14,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

16,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.0％ ％

116.3 ］

98.8［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 15日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 7月 1日 正常価格

令和 4年 7月 11日令和 4年 7月 1日

2,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 14,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は可児市兼山町及び八百津町及び御嵩町にかけての既成住宅地域と判断される。主たる需要者層は居住の快適性
を重視する個人であり、地区内在住者のほか当地区郊外の山間集落からの転入者が中心で、地区外からの需要は非常に限定
的である。近隣地域周辺は外部からの引き合いは少なく、地価は継続的に下落している。取引自体少なく、地価水準の把握
は困難な状況にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社水野不動産鑑定所

水野　亨



可児市大森字奥山１５０１番２７２５外

戸建住宅地

農地の中に農家住宅
のほか工場等も見ら
れる地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北120 180 80 140 戸建住宅地

-

(都)(60,160)

市の人口は微減、高齢化率は上昇傾向にある。特に西部郊外の住
宅団地群は高齢化が進行しており高齢化率が４５％を超える団地
もある。

周辺で住宅の新築等は殆ど行われておらず、地域要因に大きな変
動は見られない。

個別的要因に変動はない。

近隣地域周辺の取引は少ないが、戸建住宅を中心とする地域であり、自己利用目的の取引が中心となっていると考えられる。
このような地域における市場参加者は、取引価格水準を指標に価格を決定する傾向にあるため、比準価格の説得力は高い。
一方、郊外に位置する近隣地域周辺は賃貸需要が乏しく、賃貸市場は十分に形成されていない。よって、収益価格は試算し
ない。従って、他の標準地との検討を踏まえ、比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

環境を変化させる特段の要因もなく、当面、現状のまま推移する、と予測する。周辺には住宅団地が多く、居住環境が劣る
近隣地域の需要は低迷している。地価水準は下落傾向で推移する、と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 16,200円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

15,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 5

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.2

+6.8

+4.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

根本駅北
1.9km

根本
1.9km

(8)

北東4m市道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位　北　　
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

325

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 320  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

16,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

18,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.2％ ％

112.3 ］

98.9［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 20日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 6月 21日 正常価格

令和 4年 7月 13日令和 4年 7月 1日

5,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 16,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、主に可児市南部郊外の既成住宅地域である。需要者の中心は可児市又は多治見市に勤務する一次取得者層で
ある。可児市の南部には多数の住宅団地が造成されており、同エリアでの取引の中心となっている。一方、近隣地域を含む
郊外の既成住宅地域は、住宅団地と比較して居住環境が劣る地域が多いため人気が低く、周辺の住宅団地に需要が流出して
いる。中心となる価格帯は、土地は５００万円以下、新築戸建ては２，３００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

板津不動産鑑定株式会社

吉村　寿也



可児市今渡字松葉１９４６番９

低層住宅地

中小規模の一般住宅
が建ち並ぶ利便性の
よい住宅地域

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北150 20 100 50 戸建住宅地

-

（都）１住居(60,200)

全市人口は３年連続の減少で直近１年のマイナス幅は０．９％に
拡大。プラス幅を縮めてきた世帯数は減少に転じた。

今渡地区で新規住宅需要は３区画以上のミニ開発が主体。既存住
宅地の熟成は停滞気味であるが、エリア底上げの市況は認められ
る。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、市場の同一性が強い住宅地域で昨年１０月以降に生起した５事例によって試算し、地価形成の実態に直
結する価格が得られたと判断する。収益還元法は非適用であるが、当該地域の賃貸住宅市場は、旧来地主の供給物件が大半
のため、不動産特有のリスクに寛容な賃料等の形成が定着している。よって、取引事例比較法の試算結果について、指定基
準地及び地価公示地との検討を踏まえたうえ、比準価格をもって鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

木造２階の戸建住宅を標準的使用とする地域特性の継続を予測する。地価は市内で優位の競争力に相応した堅調な推移を見
込む。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 40,200円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

40,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+6.5

+9.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

日本ライン今渡駅南西
750m

日本ライン今渡
750m

(8)

北5m道路

（都）１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(0,200)

特にない 基準方位北、５ｍ
道路

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

171

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

40,200 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

47,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

118.4 ］

100［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 20日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

40,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-5.1

-8.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

87.3 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 3年 6月 25日 正常価格

令和 4年 7月 11日令和 4年 7月 1日

6,870,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 40,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

32,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は木曽川左岸の可児市域と判定する。需要層は、今渡・広見など圏域北部７地区の類似地域と同一性が強い。需
要の中心は２０代後半から４０代前半で自動車通勤者が大勢を占める。供給主力のミニ開発は建売が多く、建築条件付きも
含めて、土地・建物一体の取引が主流である。対象近隣地域及び周辺の中心価格帯は、土地が６００万～１０００万円、新
築建売は２０００万円台前半である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



可児市川合字西野２７９３番１７８

戸建住宅地

一般住宅が建ち並ぶ
小規模な分譲住宅団
地

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北90 70 50 150 戸建住宅地

-

(都)１住居(60,200)

市の人口は微減、高齢化率は上昇傾向にある。特に西部郊外の住
宅団地群は高齢化が進行しており高齢化率が４５％を超える団地
もある。

戸建住宅が建ち並ぶ住宅地域として熟成しており、地域要因に大
きな変動は見られない。

個別的要因に変動はない。

近隣地域の周辺では自己利用目的の取引が中心となっている。また、市場参加者は取引価格水準を指標に価格を決定する傾
向にある。よって、取引事例を基礎とする比準価格の説得力は高い。一方、周辺には共同住宅も見られるが、規模が大きい
敷地に建てられている場合が多い。対して、対象基準地は共同住宅用地としては規模が小さいため、収益価格は試算しなか
った。従って、指定基準地等との検討を踏まえ、比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

戸建住宅地域として熟成しており、今後とも現状の住環境を維持していく、と予測する。中心市街地と比較して、利便性は
劣るが、地価水準には割安感がある。地価水準は横ばい傾向で推移する、と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 33,900円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

33,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 4

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.1

+10.7

+5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

日本ライン今渡駅北東
1.7km

日本ライン今渡
1.7km

(8)

南東6m市道

(都)１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

201

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

33,900 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

38,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

116.4 ］

100［ ］ 104.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 20日　提出

宅地-1

+4.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

33,900

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+3.4

+6.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

107.4 ］

100［ ］ 104.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 6月 21日 正常価格

令和 4年 7月 13日令和 4年 7月 1日

6,810,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 33,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

26,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、主に可児市の北部に位置し、日本ライン今渡駅を最寄り駅とする低層住宅地域である。需要者の中心は市内
に勤務する一次取得者層であり、市内在住者のほか、加茂郡からの転入者も見られる。圏内は市街地中心部から離れており、
交通利便性がやや劣る地域が多い。しかし、圏内は、市街地中心部と比較して地価に割安感があるため需要は安定的に推移
している。中心となる価格帯は、土地は７００万円程度、新築戸建ては２，５００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

4 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

板津不動産鑑定株式会社

吉村　寿也



可児市土田字宿２２１５番１７

低層住宅地

一般住宅のほか、農
地も残る住宅地域

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 50 0 70 低層住宅地

-

（都）１住居(60,180)

　近年人口動向は微減傾向にあり高齢化率も増加傾向を見る。特
に西可児の住宅団地等高齢化が顕著。新型コロナの影響には留意
される。

　生活利便性は良好で、相対的に地価が安価な土地柄のため、郊
外であるがミニ分譲も見受けられ、一定程度の需要が存する地域
である。

　個別的要因に変動はない。

　対象地域は、戸建住宅を中心とした土地利用で形成される住宅地域である。比準価格は実際の取引の場で形成された取引
価格を基礎とした実証的な価格であり、本件においては規範性の高い取引事例より求めており、自用の低層戸建住宅の取引
が中心となる地域においては特に規範性が高い。なお、画地規模が小さく、収益還元法は適用できなかった。従って、比準
価格を標準に指定基準地等との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

　近隣地域周辺は農地も残存するが、比較的居住環境は整った地域である。地域は相対的に割安感のある水準形成が察知さ
れ、一定の需要層が見られる。しかしやや郊外部に位置しており、実需に敏感な地域でもある。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 30,200円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

30,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+3.7

-1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

可児川駅北西
800m

可児川
800m

(8)

南4.5m市道

（都）１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,180)

特記すべき事項はない。 基準方位：北、　
４．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

244

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 19.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

30,100 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

30,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.3％ ％

105.7 ］

99.9［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 20日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

30,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+4.8

+13.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

119.6 ］

100［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 6月 20日 正常価格

令和 4年 7月 8日令和 4年 7月 1日

7,340,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 30,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

23,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は、概ね住宅団地を除く平野部の可児市西部住宅地域一帯を中心とする圏内と把握した。主たる需要者層は、
居住の快適性及び利便性を重視する個人であり、地元在住の個人又は近隣企業の工場に勤務する従業員が中心となるため、
県外からの転入は少ない。地価は他の地域に較べ割安感があり、開発素地の需要も旺盛であることから需給は安定的である。
更地で１，０００万円前後、新築戸建住宅で２，０００万強が取引の中心となる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

5 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社　不動産鑑定北川事務所

北川　彰



可児市下恵土字峠１５１４番１外

低層住宅地

比較的規模の大きな
一般住宅のほか農地
も点在する住宅地域

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 130 60 30 低層住宅地

-

（都）１住居(60,160)

　近年人口動向は微減傾向にあり高齢化率も増加傾向を見る。特
に西可児の住宅団地等高齢化が顕著。新型コロナの影響には留意
される。

　市内中心部の駅徒歩圏に存する住宅地域であるため、人気の高
い地域である。

　個別的要因に変動はない。

　当該地域は戸建住宅を中心として形成される熟成した住宅地域である。比準価格は現実の取引事例を基礎とした実証的な
価格であり、本件においては規範性の高い取引事例より求めており、自用の低層戸建住宅の取引が中心となる地域において
は特に規範性が高い。従って、比準価格を標準に指定基準地等との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

　近隣地域周辺は駅徒歩圏の旧来からの住宅地域であり、学区としての需要も高く比較的人気が高い地域である。地域内に
残る農地等の転用が引き続き進むものと思われるが、今後も安定的に推移する地域と予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 44,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

44,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 4

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.4

-2.8

-17.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

新可児駅北西
600m

新可児
600m

(8)

北4m市道

（都）１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特記すべき事項はない。 基準方位：北、　
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

340

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

44,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

38,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

85.0 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 20日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

44,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.2

-9.6

-9.0

0.0

-7.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

79.0 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 6月 20日 正常価格

令和 4年 7月 8日令和 4年 7月 1日

15,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 44,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

36,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は、市内中心部に位置する旧来からの利便性の高い住宅地域である。主たる需要者層は居住の快適性及び利便
性を重視する個人であり、市内在住者のほか周辺市町の在住者も含まれる。市内では人気の高い地区であるため宅地需要は
安定しており、近年は供給側において素地の獲得競争が起こっている。周辺部での新築戸建住宅の分譲価格は、敷地規模１
６０～２３０㎡の２階建住宅で、２，０００万円前後で販売されている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

6 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社　不動産鑑定北川事務所

北川　彰



可児市皐ケ丘６丁目１０８番

戸建住宅地

大規模な戸建住宅団
地（桜ヶ丘ハイツ）

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 60 70 30 戸建住宅地

-

（都）１低専(50,80)
地区計画等

人口減少、高齢化等により、大局的には弱含みにて推移している
が、中心市街地の住宅を中心に引き続き需要を維持している。

昭和後期に開発された大規模な住宅団地であり、市内の住宅団地
の中においては比較的需要が維持されている。

個別的要因に変動はない。

当該地域は戸建住宅を中心として形成される住宅地域である。比準価格は現実の取引事例を基礎とした実証的な価格であり、
本件においては規範性の高い取引事例より求めており、自用の低層戸建住宅の取引が中心となる地域においては特に規範性
が高い。従って、比準価格を標準とし、指定基準地等を規準とした価格との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記の通り決
定した。

［

［

住宅
Ｗ２

可児市市街地と多治見市との間に造成された大規模な住宅団地である。市内の他の住宅団地同様に高齢化は見受けられるも
のの、一定の新陳代謝が見受けられ、地価水準は比較的堅調に推移する地域と予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 35,400円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

35,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+18.2

-30.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

多治見駅北
7.2km

多治見
7.2km

(8)

北6m市道

（都）１低専
(50,80)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない 基準方位：北、６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

275

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 270  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

35,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

28,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.3％ ％

81.1 ］

99.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 15日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

35,700

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+18.3

-17.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

98.1 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 7月 1日 正常価格

令和 4年 7月 11日令和 4年 7月 1日

9,710,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 35,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は可児市南東部の住宅団地内に存する住宅地である。主たる需要者層は居住の快適性及び利便性を重視する個人
であり、市内在住者の他、近隣市町に居住する個人の需要も存するが、地縁的選好性を有する個人が中心となる。新築住宅
を建築する目的の更地、建売物件が中心である。また、需要者は景気動向や賃金の動向に伴い総額感を重視し、新築戸建住
宅で３，０００万円前後の需要が中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

7 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社水野不動産鑑定所

水野　亨



可児市長坂６丁目２１３番

戸建住宅地

中規模一般住宅の多
い住宅団地（長坂団
地）

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北25 20 65 70 戸建住宅地

-

(都)１低専(50,80)

市の人口は微減、高齢化率は上昇傾向にある。特に西部郊外の住
宅団地群は高齢化が進行しており高齢化率が４５％を超える団地
もある。

郊外の住宅団地として熟成しているが、造成時期が古く、居住層
の高齢化が進行している。

個別的要因に変動はない。

住宅団地内にある近隣地域では自用の戸建住宅を目的とする取引が中心となっている。また、市場参加者は取引価格水準を
指標に価格を決定する傾向にある。取引事例を基礎とする比準価格は、このような市場の特性に合致し、説得力が高い。一
方、近隣地域内の用途の大半は戸建住宅であり、賃貸用の共同住宅は殆ど見られないため、収益価格は試算しなかった。従
って、指定基準地等との検討を踏まえ、比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

熟成した戸建住宅団地であり、閑静な住環境を維持していく、と予測する。一方、古い団地であるため、居住層の高齢化が
進行しており、特に若年層からの人気が低下している。地価水準は下落傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 26,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

25,300

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 3

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+10.9

+1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

西可児駅南西
2.1km

西可児
2.1km

(8)

東6m市道

(都)１低専
(50,80)

（その他）　　　　

昭和４０年代後半に造成さ
れた住宅団地

基準方位　北　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

259

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 240  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

25,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

27,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.7％ ％

109.8 ］

98.6［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 20日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

25,200

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+8.4

+32.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

143.0 ］

100［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 6月 21日 正常価格

令和 4年 7月 13日令和 4年 7月 1日

6,550,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 25,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は可児市西部に開発された住宅団地群である。需要者の中心は可児市又は愛知県方面に勤務する一次取得者層で
ある。圏内に存する団地の多くは造成時期が古く、居住層の高齢化が進行している。このため、若年層を中心に需要は減少
傾向が続いている。特に近隣地域は圏内の住宅地域の中でも南方に位置し、西可児駅から距離があるため、市場での人気は
低い。中心価格帯は、土地は２００㎡程度で５００万円程度、中古住宅は１，０００万円以下である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

8 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

板津不動産鑑定株式会社

吉村　寿也



可児市中恵土字助太郎２３７１番２９６

低層住宅地

中規模一般住宅が増
えつつある住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 20 50 50 低層住宅地

-

（都）(60,200)

人口減少、高齢化等により、大局的には弱含みにて推移している
が、中心市街地の住宅を中心に引き続き需要を維持している。

可児市中心市街地外縁に位置し、居住環境は概ね良好であること
から、需要は比較的好調に推移している。

個別的要因に変動はない。

当該地域は戸建住宅を中心として形成される住宅地域である。比準価格は現実の取引事例を基礎とした実証的な価格であり、
本件においては規範性の高い取引事例より求めており、自用の低層戸建住宅の取引が中心となる地域においては特に規範性
が高い。従って、比準価格を標準とし、近隣の標準地を規準とした価格との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記の通り決
定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

依然として農地も見受けられる地域であるが、市街地外縁に位置し、幹線道路、大規模店舗等の利便施設へも近く、居住環
境が比較的良好なため、地価水準は今後暫くは現状のまま堅調に推移する地域と予測した。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 35,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

34,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 4

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.1

+7.5

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

新可児駅北東
2.2km

新可児
2.2km

(8)

西5m道路

（都）
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位：北、５
ｍ道路

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

265

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

35,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

38,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

109.8 ］

100［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 15日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 7月 1日 正常価格

令和 4年 7月 11日令和 4年 7月 1日

9,280,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 35,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は可児市市街地外縁部に存する住宅地である。主たる需要者層は居住の快適性及び利便性を重視する個人であり、
市内在住者の他、近隣市町に居住する個人の需要も存するが、可児市に地縁的選好性を有する個人が中心となる。地域内は、
新築住宅を建築する目的の更地、建売物件が中心である。中心となる価格帯は、土地は約７０坪で１，０００万円弱、新築
戸建は２，５００万円前後と考えられる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

9 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社水野不動産鑑定所

水野　亨



可児市広見字森下２３１５番５外

低層住宅地

農地の中に一般住宅
のほか作業所も見ら
れる住宅地域

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 40 20 30 低層住宅地

-

（都）準工(60,200)

市全体で減少傾向入りした人口のマイナス幅は直近１年で０．９
％に広がった。世帯数も減少に転じ、人口減の局面が変わりつつ
ある。

周辺地域で戸建分譲が継起。街並みは近接地域で差異が広がって
いるが、市内住宅地域でのエリア競争力は向上している。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、代替競争関係が緊密な地域で生じた５事例によって試算し、市場の特性に即した比準、事例考量を経て
典型的需要の具現性が高い価格に参着したと判断する。収益還元法は非適用であるが、旧来地主の物件が大半の当該賃貸住
宅市場では、不動産特有のリスクが賃料に反映されにくい実態を把握している。以上により、取引事例比較法の試算結果に
ついて、指定基準地及び地価公示地との検討を踏まえたうえ、比準価格をもって鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

地域熟成は停滞気味であるが、２階建住宅を構成主体とする地域特性の維持を見込む。地価も保守的な動きで弱含みの横ば
い推移を予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 38,900円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

39,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.0

+5.4

+10.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

新可児駅南東
1.3km

新可児
1.3km

(8)

北4m市道

（都）準工
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、４ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

170

( )

⑨法令上の規制等

2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

38,900 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

47,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

121.7 ］

100［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 20日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

38,900

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

-6.2

-7.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

89.9 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 3年 6月 25日 正常価格

令和 4年 7月 11日令和 4年 7月 1日

6,610,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 38,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

31,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は木曽川左岸の可児市域であり、広見・下恵土など圏域北部７地区の住宅地域と価格牽連性が強いと判定する。
需要の中心は２０代後半から４０代前半の子育て世帯。ダブルインカムで複数の自動車保有が多い。対象近隣地域及び周辺
で土地の中心価格帯は、６００万～９００万円、新築建売は２０００万円前半の価格設定が多い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 10－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

10 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



可児市今渡字大東１６１９番４４４外

低層店舗地

沿道型店舗が集まる
幹線街路沿いの商業
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 250 55 30 低層店舗地

-

（都）近商(90,200)

　近年人口動向は微減傾向にあり高齢化率も増加傾向を見る。特
に西可児の住宅団地等高齢化が顕著。新型コロナの影響には留意
される。

　坂戸・瀬田地区等の新興の幹線道路沿いが盛り上がりを見せる
中、市内の路線商業地域における商業地の選好性が変化しつつあ
る。

　個別的要因に変動はない。

　同一需給圏内において建築、賃貸に対するリスクを甘受する需要者は限定的であり、土地所有者はリスクを最低限にする
ため事業用定期借地契約により借地を選択する市場の実情に鑑みると収益価格の規範性は劣る。比準価格は現実の取引の場
で形成された価格に基づく実証的な価格であり、規範性は高い。従って、比準価格を標準に、公示価格との均衡にも留意の
上、収益価格を参酌して、鑑定評価額を比準価格のやや下方値で上記の通り決定した。

［

［

店舗
Ｓ１

　国道２１号沿線に位置し、一定の店舗の連坦、集積が見られる地域内に存する。近年店舗の入れ替えが発生する等、一定
程度の需要は維持しており、今後も引き続き路線商業地域としての形態を維持し続けると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 39,200円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

39,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 3

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-5.0

-1.7

+18.0

0.0

+15.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+7.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

日本ライン今渡駅北東
1.2km

日本ライン今渡
1.2km

(8)

南東25m国道

（都）近商
(80,200)

（その他）　　　　
(90,200)

特記すべき事項はない。 ２５ｍ国道　　　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

1,082

( )

⑨法令上の規制等

不整形
2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

40.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 1,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

40,000 円／㎡

15,500 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

53,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.5％ ％

126.7 ］

100.5［ ］ 98.0［ ］

107.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 20日　提出

宅地-1

-2.0形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 6月 20日 正常価格

令和 4年 7月 8日令和 4年 7月 1日

42,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 39,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

32,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は、国道２１号沿いの商業地域のほか、隣接及び周辺市町の幹線道路沿道の商業地域等と思料する。主な需要
者は地元個人事業者を中心に把握する。事業用の土地の取得需要は比較的多様性が認められるが、全般的には他の沿道地域
に較べやや需要は弱い。幹線道路沿いに存する比較的規模の大きい土地に関しては、事業用定期借地契約による借地が一般
的であり、取引需要は限定的であるため、価格水準の把握は困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －5

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社　不動産鑑定北川事務所

北川　彰



可児市下恵土字野区路２９４２番３

低層店舗地

小売、飲食の低層店
舗が多く見られる準
幹線沿いの商業地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北80 80 80 30 低層店舗地

-

（都）２住居(60,200)

ロードサイド主力の外食はＥＣへの収益流出が小さいがコロナ禍
を引きずる。小売全般に広がる値上げラッシュも消費マインドを
冷やす。

空地解消は進まず、新陳代謝は店舗・業態の入替程度にとどまる。
商圏内競争力はレベルダウンの傾向にある。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、同一商圏内で１年以内に生起した４事例によって試算し、市場実態に即応した価格が得られたと判断す
る。収益還元法については、当該地域の商用建物は自己使用が多く、賃貸物件は旧来地主の供給が大半のため、土地の元本
コスト、資産リスクを消化しきれない賃料形成が常態化していることに留意を要する。以上により、鑑定評価額は比準価格
を標準として収益価格を参酌し、地価公示地・指定基準地との検討を踏まえ、上記のとおりに決定した。

［

［

店舗
Ｓ１

商業建物の集積は漸進的で空地も目立つが、標準的使用として低層店舗の地域適合性は高まると見込む。地価はマイナス幅
を縮小しつつ下げ止まりの時機をうかがうと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

54,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 3

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

-13.6

+9.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+7.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

新可児駅北西
1km

新可児
1km

(8)

南16m市道

（都）２住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない １６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

339

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 400  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

55,300 円／㎡

26,700 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

53,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間％ ％

92.3 ］

99.8［ ］ 100［ ］

107.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 20日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

54,400

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

-11.9

-21.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

-2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

39,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

73.1 ］

99.5［ ］ 100［ ］

98.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 3年 6月 25日 正常価格

令和 4年 7月 11日令和 4年 7月 1日

18,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 54,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

44,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、可児市に美濃加茂市、多治見市など周縁市町の隣接エリアを加えた圏域と判定する。需要の中心は小売・飲
食・日用サービスの低層店舗である。新規需要は大手チェーンの割合が高く、地域動向には全国的な業界勢力図の縮図とし
ての一面がある。初期投資の規模・権利態様は万態であるが、ドラッグストア増勢、コンビニ退勢で標準的な画地規模は拡
大傾向にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －5

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



可児市姫ケ丘１丁目２６番外

工場地

中小工場が建ち並ぶ
工業団地（可児工業
団地）

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 50 100 400 工場地

-

（都）工専(60,200)

人口減少、高齢化等により、大局的には弱含みにて推移している
が、中心市街地の住宅を中心に引き続き需要を維持している。

利便性の高い大規模な工業団地であり、大中規模の向上が建ち並
ぶ、成熟した工業団地である。

個別的要因に変動はない。

当該近隣地域及び周辺の地域の工場地では自社所有地が大半であり、特に大規模の工場地については賃貸市場が形成される
には至っていない。よって、適正な賃料水準の把握が困難なため、本件においては収益還元法は非適用とした。比準価格は
現実の取引事例を基礎とした実証的な価格であり、比較可能性の高い取引事例より求めており規範性は高い。従って、比準
価格を標準とし、近隣標準地を規準した価格との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

工場
Ｓ３

旧来から大中規模の工場が建ち並ぶ工業団地内にあり、市内中心部、主要な幹線道路等へのアクセスも良好であるため、堅
調な需要が認められ、地価水準は今後暫くは現状のまま堅調に推移する地域と予測した。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

29,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 1

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.9

+12.2

-10.0

-1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

新可児駅南西
3.4km

新可児
3.4km

(8)

東12m市道

（都）工専
(60,200)

（その他）　　　　

昭和４０年代後半から順次
造成された総面積約１３６
ｈａの工業団地内に存する
。

１２ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

6,702

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

60.0  ｍ、　奥行　約 110.0  ｍ、　規模 6,600  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

29,700 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

29,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間％ ％

98.1 ］

100.3［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 4 令和 4年 7月 15日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 4年 1月]

令和 4年 7月 1日 正常価格

令和 4年 7月 11日令和 4年 7月 1日

199,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 29,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は市内の工業地を中心として、岐阜県南部及び愛知県北部に存する工業地と広域的に形成される。主たる需要者
は市内に存する事業所に加え、近隣市町にて一定規模の工場を操業している企業が中心となり、市場接近性、費用の経済性
等を重視し取引を行う傾向にある。市内の可児御嵩ＩＣ隣接地で現在新規の分譲が行われている。規模等にもよるが、需要
の中心となる価格帯は概ね３万円／㎡前後である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 1－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －9

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社水野不動産鑑定所

水野　亨
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